
○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

（
価
格
変
動
準
備
金
の
計
算
） 

 

第
六
十
六
条 
保
険
会
社
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
を
そ
れ
ぞ
れ
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
の
帳
簿
価
額
に
同

表
の
積
立
基
準
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
以
上
を
当

該
価
格
変
動
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
価
格
変
動
準
備
金
の
限
度
額
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産

を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
の
帳
簿

価
額
に
同
表
の
積
立
限
度
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

と
す
る
。 

対 

象 

資 

産 
積
立
基
準 

積
立
限
度 

第
六
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一
・
五 

千
分
の
百 

第
六
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一
・
五 

千
分
の
七
十
五 

第
六
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
〇
・
二 

千
分
の
十 

第
六
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一 
千
分
の
五
十 

第
六
十
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
三 
千
分
の
百
二
十
五 

 

（
価
格
変
動
準
備
金
の
計
算
） 

 

第
六
十
六
条 

保
険
会
社
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
を
そ
れ
ぞ
れ
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
の
帳
簿
価
額
に
同

表
の
積
立
基
準
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
以
上
を
当

該
価
格
変
動
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
価
格
変
動
準
備
金
の
限
度
額
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産

を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
の
帳
簿

価
額
に
同
表
の
積
立
限
度
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

と
す
る
。 

対 

象 

資 

産 

積
立
基
準 

積
立
限
度 

第
六
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一
・
五 

千
分
の
五
十 

第
六
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一
・
五 

千
分
の
五
十 

第
六
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
〇
・
二 

千
分
の
五 

第
六
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
一 

千
分
の
二
十
五 

第
六
十
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産 

千
分
の
三 

千
分
の
百 

 
  

（
保
険
計
理
人
の
確
認
事
項
） 

第
七
十
九
条
の
二 

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と

し
、
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

将
来
の
収
支
を
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
に
予
測
し
た
結
果
に
照
ら

し
、
保
険
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
か
ど
う
か
。 

ロ 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
保
険
数
理
に
基
づ
き
適
当
で
あ

る
か
ど
う
か
。 

二 

第
七
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
を
除
く
保
険
契
約
に
係
る
支
払
備
金

  

（
保
険
計
理
人
の
確
認
事
項
） 

第
七
十
九
条
の
二 

法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
生
命
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
と

し
、
損
害
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

将
来
の
収
支
を
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
に
予
測
し
た
結
果
に
照
ら
し
、

保
険
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
か
ど
う
か
。 

 

   

二 

第
七
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
保
険
契
約
を
除
く
保
険
契
約
に
係
る
支
払
備
金



（
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
限
る
。
）
が
、
健
全
な
保
険

数
理
に
基
づ
い
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。 

 

 

（
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
に
限
る
。
）
が
、
健
全
な
保
険

数
理
に
基
づ
い
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。 

 

 

（
保
険
計
理
人
の
確
認
業
務
） 

 

第
八
十
条 
保
険
計
理
人
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
、
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

三
の
二 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
、
法
第
百
三
十
条
、

規
則
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
の
規
定
に
照
ら
し
て
適
正
で
あ
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

 

 

（
保
険
計
理
人
の
確
認
業
務
） 

 

第
八
十
条 

保
険
計
理
人
は
、
毎
決
算
期
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
そ
の
他
金

融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

四 

（
略
） 

 

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
） 

第
八
十
六
条 

法
第
百
三
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
そ
の

他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
価
格
変
動
準
備
金
、

保
険
契
約
準
備
金
（
支
払
備
金
及
び
責
任
準
備
金
（
生
命
保
険
株
式
会
社
に
あ
っ

て
は
契
約
者
配
当
準
備
金
を
含
み
、
生
命
保
険
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
社
員
配
当

準
備
金
を
含
む
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
）
及
び
評
価
・
換
算
差
額
等
（
財
務
諸

表
等
規
則
第
六
十
七
条
の
評
価
・
換
算
差
額
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
六

十
一
条
、
第
百
九
十
条
及
び
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
繰
延
税
金
資
産
以
外
の
繰
延
税
金
資
産
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
繰
延
税
金
資
産

の
不
算
入
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除

す
る
。
）
と
す
る
。 

一 

資
本
金
又
は
基
金
等
の
額
（
純
資
産
の
部
の
合
計
額
か
ら
剰
余
金
の
処
分
と

し
て
支
出
す
る
金
額
（
保
険
会
社
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
社
員
配
当

準
備
金
に
積
み
立
て
る
金
額
を
含
む
。
）
、
貸
借
対
照
表
の
評
価
・
換
算
差
額

等
の
科
目
に
計
上
し
た
金
額
、
法
第
百
十
三
条
前
段
の
規
定
に
よ
り
貸
借
対
照

表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
金
額
及
び
繰
延
資
産
と
し
て
貸
借
対
照
表
の
資
産

の
部
に
計
上
し
た
金
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
） 

 

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
等
） 

第
八
十
六
条 

法
第
百
三
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
金
、
基
金
、
準
備
金
そ
の

他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

        

一 

資
本
金
又
は
基
金
等
の
額
（
純
資
産
の
部
の
合
計
額
か
ら
剰
余
金
の
処
分
と

し
て
支
出
す
る
金
額
（
保
険
会
社
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
社
員
配
当

準
備
金
に
積
み
立
て
る
金
額
を
含
む
。
）
、
貸
借
対
照
表
の
評
価
・
換
算
差
額

等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
六
十
七
条
の
評
価
・
換
算
差
額
等
を
い
う
。
第
二
百

十
一
条
の
五
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
科
目
に
計
上
し
た
金
額
、
法
第
百
十

三
条
前
段
の
規
定
に
よ
り
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
金
額
及
び
繰

延
資
産
と
し
て
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
金
額
を
控
除
し
た
額
を



 
二
～
七 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 

い
う
。
） 

二
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
） 

第
八
十
七
条 
法
第
百
三
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
引
き
受
け
て
い
る
保
険
に
係
る

保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
通
常
の
予

測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
て
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

一
～
二
の
二 

（
略
） 

三 

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
保
有
す
る

有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
第
二
百
十
一
条
の
六
十
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

 

イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

信
用
ス
プ
レ
ッ
ド
リ
ス
ク
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
デ
フ
ォ
ル
ト
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に

お
い
て
、
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生

し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

へ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
リ
ス
ク
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

四 

（
略
） 

 

 

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
） 

第
八
十
七
条 

法
第
百
三
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
引
き
受
け
て
い
る
保
険
に
係
る

保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
通
常
の
予

測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
て
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

一
～
二
の
二 

（
略
） 

三 

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
保
有
す
る

有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
第
二
百
十
一
条
の
六
十
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

 

イ
～
ニ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
リ
ス
ク
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

四 

（
略
） 

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
供
託
金
等
） 

 

第
百
六
十
一
条 

法
第
二
百
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
供
託
金
そ
の
他
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
価
格
変
動
準
備
金
、
保
険
契
約
準
備

金
（
支
払
備
金
及
び
責
任
準
備
金
（
外
国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本

に
お
い
て
有
す
る
契
約
者
配
当
準
備
金
を
含
む
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
）
及
び

評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
繰
延
税
金
資
産
以
外
の
繰
延
税
金
資
産
の
額
に
つ
い

て
、
当
該
繰
延
税
金
資
産
の
不
算
入
額
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
供
託
金
等
） 

 
第
百
六
十
一
条 

法
第
二
百
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
供
託
金
そ
の
他
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

 

    



よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
す
る
。
）
と
す
る
。 

 
一
～
七 

（
略
） 

２
（
略
） 

 

 

一
～
七 

（
略
） 

２
（
略
） 

 

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
） 

 

第
百
六
十
二
条 
法
第
二
百
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
日
本
に
お
い
て
引
き
受
け
て

い
る
保
険
に
係
る
保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で

あ
っ
て
通
常
の
予
測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

一
～
二
の
二 

（
略
） 

三 

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お

い
て
有
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

信
用
ス
プ
レ
ッ
ド
リ
ス
ク
（
日
本
に
お
い
て
行
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
デ
フ
ォ
ル

ト
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
お
い
て
、
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
リ
ス
ク
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

四 

（
略
） 

 

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
供
託
金
等
） 

 

第
百
九
十
条 

法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
供
託
金
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
価
格
変
動
準
備
金
、
保
険
契
約
準

備
金
（
支
払
備
金
及
び
責
任
準
備
金
（
特
定
生
命
保
険
業
免
許
を
受
け
た
免
許
特

定
法
人
の
引
受
社
員
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
い
て
有
す
る
契
約
者
配
当
準
備
金

を
含
む
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
）
及
び
評
価
・
換
算
差
額
等
に
係
る
繰
延
税
金

資
産
以
外
の
繰
延
税
金
資
産
の
額
に
つ
い
て
、
当
該
繰
延
税
金
資
産
の
不
算
入
額

（
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
） 

 

第
百
六
十
二
条 

法
第
二
百
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
日
本
に
お
い
て
引
き
受
け
て

い
る
保
険
に
係
る
保
険
事
故
の
発
生
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で

あ
っ
て
通
常
の
予
測
を
超
え
る
も
の
に
対
応
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
基
礎

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

一
～
二
の
二 

（
略
） 

三 

資
産
運
用
リ
ス
ク
（
資
産
の
運
用
等
に
関
す
る
危
険
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お

い
て
有
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
の
通
常
の
予
測
を
超
え
る
価
格
の
変
動

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
額
と
し
て

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額 

イ
～
ニ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
の
リ
ス
ク
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額 

四 

（
略
） 

 

（
健
全
性
の
基
準
に
用
い
る
供
託
金
等
） 

 
第
百
九
十
条 

法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
供
託
金
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

 

    



と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
控
除
す
る
。
）
と

す
る
。 

 
一
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

  

一
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

別
表

（
第

五
十

九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
保

険
会

社
）
）

 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

百
三

十
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

五
号

並
び

に
同

条
第

五
項

、
第

六
項

及
び

第
八

項
か

ら

第
十

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り
第

八
十

六
条

第
一

項
第

七

号
に

規
定

す
る

金
融

長
官

が
定

め
る

も
の

の
額

に
算

入

で
き

る
額

 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

百
三

十
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

別
表

（
第

五
十
九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
保

険
会

社
）
）

 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

百
三

十
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

六
号

及
び

同
条

第
四

項
か

ら
第

七
項

ま
で

の
規

定
に

よ

り
第

八
十

六
条

第
一

項
第

七
号

に
規

定
す

る
金

融
長

官

が
定

め
る

も
の

の
額

に
算

入
で

き
る
額

 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

百
三

十
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

別
表

（
第

五
十

九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
外

国
保

険
会
社

等
）

）
 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

二
百

二
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

六
の

三
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

四
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

五
号

並
び

に
同

条
第

五
項

、
第

六
項

及
び

第
八

項
か

ら

第
十

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り
第

百
六

十
一

条
第

一
項

第

七
号

に
規

定
す

る
金

融
長

官
が

定
め

る
も

の
の

額
に

算

別
表

（
第

五
十
九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
外

国
保

険
会
社

等
）

）
 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

二
百

二
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

六
の

三
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

五
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

六
号

及
び

同
条

第
四

項
か

ら
第

七
項

ま
で

の
規

定
に

よ

り
第

百
六

十
一

条
第

一
項

第
七

号
に

規
定

す
る

金
融

長

官
が

定
め

る
も

の
の

額
に

算
入

で
き
る

額
 



 

入
で

き
る

額
 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

二
百

二
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

二
百

二
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

別
表

（
第

五
十

九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
免

許
特

定
法
人

）
）

 
 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

二
百

二
十

八
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

六
の

三
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

四
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
四

項
第

五
号

並
び

に
同

条
第

五
項

、
第

六
項

及
び

第
八

項
か

ら

第
十

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り
第

百
九

十
条

第
一

項
第

七

号
に

規
定

す
る

金
融

長
官

が
定

め
る

も
の

の
額

に
算

入

で
き

る
額

 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

二
百

二
十

八
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

別
表

（
第

五
十
九
条

の
二

第
一

項
第
五

号
ホ

関
係

（
免

許
特

定
法
人

）
）

 
 

項
目

 
記

載
す
る

事
項

 

法
第

二
百

二
十

八
条

第
一

号
に

係
る

細
目

 

一
～

六
 

（
略

）
 

六
の

二
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

一
号

に
規

定
す

る
額

 

六
の

三
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

五
号

に
規

定
す

る
額

 

七
 

平
成

八
年

大
蔵

省
告

示
第

五
十

号
第

一
条

第
三

項
第

六
号

及
び

同
条

第
四

項
か

ら
第

七
項

ま
で

の
規

定
に

よ

り
第

百
九

十
条

第
一

項
第

七
号

に
規

定
す

る
金

融
長

官

が
定

め
る

も
の

の
額

に
算

入
で

き
る
額

 

八
・

九
 

（
略

）
 

法
第

二
百

二
十

八
条

第
二

号
に

係
る

細
目

 

一
～

五
 

（
略

）
 

 
 


